
令和 7 年度第 2 回 長野県剣道連盟更埴支部（更埴剣連）級位審査会 実施要項 
 
１．主  催     長野県剣道連盟 更埴支部（更埴剣道連盟） 
 

２．期  日     令和 8 年 3 月 8 日（日） 

           役員集合   ８時０0 分 （会場及び審査準備、審査員打ち合わせ） 

           受  付   ９時００分 （受審番号配布、審査説明等） 

            開 会 式   ９時４５分 

           審査開始  １０時 00 分 

           閉 会 式  １１時２０分（予定） 
 

３．会  場     坂城町武道館 
 

４．認定の目安・審査基準及び審査科目 

級 位 認定の目安 
審  査  科  目 

①  切り返し ② 実  技 ③木刀による基本稽古法 

１ 級 中学生以上 

小学６年生 

１往復 1 分１回を原則とする 下記の※印を参照 

・６年生以上は木刀を使

用(通常の長さのもの) 

5 年生以下は竹刀使用 

・２年生以下は実施しな

い 

２ 級 小学５年生 １往復 1 分１回を原則とする 

３ 級 小学４年生 １往復 1 分１回を原則とする 

４ 級 

～１０級 
小学生３年生以下 

 
切り返し１往復、

基本打ちを原則

とする。 
 

 
30 秒１回を原則とする 

＊基本打ちは、小手、面、

胴打ちを 1 回ずつ行う。 
 

※ 審査は、①～③（４～10 級は①②）全て行い、結果発表を行う。 

※③について  ２・３級現取得者及び中学生以上・５・６年生は、基本 1～９を行う。 

４・５級現取得者及び４年生は、基本１～６を行う。 

６級現取得者及び３年生は、基本１～４を行う。 

 

５．受審資格・申し込み等 

（1）受審資格 

① 更埴剣道連盟の地区（千曲市・坂城町）に住所を有する者、地区内の剣道クラブに所属し

ている者、または、地区内の高校に通学している者。 

② 受審回数は、年度内において原則１回とする。ただし、特別な事情がある場合には次回の

審査会に再度受審することができる。 

 ③ ①、②に定める者のほか、特別な事情がある場合で、支部長（更埴剣道連盟会長）が認めた 

     場合は、受審資格を有する。 

 （2）申し込み 

   各剣道クラブ等で所定の申込み用紙（様式 1）を作成し、指定した日までに事務局 

      koshokukendo@gmail.com にデータ（エクセル）を提出して申し込む。 

 （3）受 審 料 

   全ての級において、２,０００円とする。１級合格者は、更に登録料２,０００円を納める。 

            ●審査会に関する問い合わせ 

              ・審 査 委 員 ⻑   笠 井 識 敬  （携帯 ０９０-３５８５-０９９７） 
              ・審査会事務局   柳 澤  哲  （携帯 ０９０-４０７９‐５１２９） 



受審に関わる確認事項 

 

本審査会は「一般財団法人長野県剣道連盟 感染症予防ガイドライン」（R6.9.1 策定）に沿って

開催します。受審については自己判断を原則としますので、慎重な対応と判断をお願いします。 

以下の内容をご確認のうえご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 審査会に向けて（受審者の準備） 

  ①感染予防に努め、健康管理に気を配った生活を心がける。 

  ②「面マスク」または「マウスシールド」を着用した稽古に慣れておくこと。 

 

２ 審査会当日について 

（１）会場に向かう前(出発前)について 

  ①剣道着、袴への更衣は家で済ませる。ジャンパーなど上着を着用し防寒に努める。 

  ②マスクは「感染予防マスク(審査時以外用)」と審査用の「面マスク」または「マウスシー

ルド」を準備する。 ※面着用時「面マスク」または「マウスシールド」着用必須 

  ③受付時間より極端に早い時間には会場入りしない。（運営に支障をきたすため） 

（２）会場到着・入場・受付について 

  ①会場内でのマスクの着用は任意とする。※付添者も同様 

②以下に該当する場合は参加を控える。※付添者も同様 

  ・体調がよくない、普段と異なる場合 

  ・発熱（37.5°以上）、咳、のど痛などの症状がある場合 

  ・同居家族や身近な知人に感染症が疑われる者がいる場合は慎重に判断する 

   ※基礎疾患がある者は、あらかじめ主治医の了解を得ること。 

③受付をし、自身の「受審番号」を確認する。 

④受付後、指示された場所に移動し、垂・胴着用し、指示があるまでその場に待機する。待

機中は他の受審者との接触は控える。 

   指示に従って、準備運動、素振り等行う。（面を着けてのアップは控える） 

（３）審査会場での動きについて 

  ①受審者の呼出、受審番号の配布、審査会場内の移動、実技審査の準備（面着け）・審査、基

本技稽古法審査の準備・審査などは、すべて係員の指示に従って行動する。不明な点は近

くの係員に聞く。（勝手な判断で準備をしないよう協力ください） 

  ②面着用時は「面マスク」または「マウスシールド」を着用する。（両方着用も可） 

木刀による基本技稽古法審査では「面マスク」を着用する。 

  ③審査を終えたら、元の場所に戻って、次の指示があるまで、その場で待機する。 

 

３ 結果発表について 

  ①審査会場にて受審番号及び審査結果を発表する。 

  ②証書の受領(１級合格者のみ)については指示に従う。(１級以外は後日交付) 

  ③１級合格者は登録料 2,000 円を納め、証書・合格証を受領する。 

  ④終了後は速やかに帰宅する。 

 

 
長野県剣道連盟更埴支部 
級位審査会事務局  笠井識敬 
℡携帯 ０９０－３５８５－０９９７ 


